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令和５年度決算に係る財政指標の審査意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項、第２２条第１項の規定に

基づき、審査に付された令和５年度健全化判断比率及び資金不足比率について審査し

た結果、次のとおりその意見を提出します。



令和５年度健全化判断比率及び資金不足比率審査意見

第１ 審査の対象

１ 令和５年度新城市健全化判断比率

実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率

２ 令和５年度新城市資金不足比率

(1) 新城市宅地造成事業特別会計

(2) 新城市病院事業会計

(3) 新城市水道事業会計

(4) 新城市工業用水道事業会計

(5) 新城市下水道事業会計

第２ 審査の期間

令和６年７月２２日から令和６年８月１６日まで

第３ 審査の方法

市長から提出された健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類が適正に作成されているかどうかに主眼をおき、関係帳簿及び証拠書類等

との照合等通常実施すべき審査手続きを実施した。

第４ 審査の結果

審査に付された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。

実質赤字比率及び連結実質赤字比率は黒字となっており、早期健全化基準に該当して

いない。実質公債費比率及び将来負担比率は、早期健全化基準を下回っている。

また、資金不足比率では全ての会計において資金不足は生じておらず、経営健全化基

準に該当していない。

以上のように、現段階における本市の健全化判断比率は、当面の財政運営に悪影響を

及ぼすような状況ではないが、実質公債費比率、将来負担比率は増加傾向にある。これ

らの財務指標は、本市が独自でコントロールできる公債費等以外に、標準財政規模をそ

の算出の根拠にしていることから地方交付税の状況に左右されることとなる。したがっ

て、各種財務指標を大きく俯瞰する視点を持って財政環境の変化に的確に対応していく

ことが求められることを常に念頭に置いた財政運営に努められたい。

各比率は次のとおりである。



１ 健全化判断比率 （単位：％）

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、黒字の場合「―」で表示した。

２ 資金不足比率 （単位：％）

※資金不足比率は不足額がない場合は、「―」で表示した。

比 率 名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 早期健全化基準

実 質 赤 字 比 率 ― ― ― １２．７８

連結実質赤字比率 ― ― ― １７．７８

実 質 公 債 費 比 率 ７．１ ７．８ ７．９ ２５．０

将 来 負 担 比 率 ５１．６ ４６．９ ４９．０ ３５０．０

会 計 名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 経営健全化基準

宅地造成事業特別会計 ― ― ― ２０．０

病 院 事 業 会 計 ― ― ― ２０．０

水 道 事 業 会 計 ― ― ― ２０．０

工業用水道事業会計 ― ― ― ２０．０

下 水 道 事 業 会 計 ― ― ― ２０．０


